
    

船揚場船揚場船揚場船揚場をををを利用利用利用利用されるされるされるされる方方方方へへへへ（（（（おおおお知知知知らせらせらせらせ））））    

    近年近年近年近年、、、、風風風風やややや波波波波のののの影響影響影響影響をををを受受受受けやすいけやすいけやすいけやすい、、、、ミニボートミニボートミニボートミニボートのののの転覆転覆転覆転覆、、、、浸水浸水浸水浸水等等等等によるによるによるによる海難事故海難事故海難事故海難事故がががが増加傾向増加傾向増加傾向増加傾向

にありますにありますにありますにあります。。。。    

    利用者利用者利用者利用者はははは、、、、ボートボートボートボートのののの特性特性特性特性をををを十分把握十分把握十分把握十分把握しししし、、、、利用利用利用利用にににに際際際際してはしてはしてはしては、、、、下記下記下記下記のののの利用手続利用手続利用手続利用手続きききき、、、、注意事項注意事項注意事項注意事項をををを

遵守遵守遵守遵守してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

記 

１、利用される方は、利用予定日の３日前までに南部漁港事務所に、「船揚場利用届」

をファックス又はメールで提出してください。漁業活動等に支障がある場合はあら

かじめお断りする場合があります。 

 （３日前が閉庁日（土曜日、日曜日、国民の祝日、振替休日、年末年始）の場合には、その前日までに 

提出してください。なお、３日間には、利用予定日当日を含まないものとします。） 

 

２、利用届が提出されていても、当日の漁業活動や安全上の支障（（（（地方気象台などか

ら気象注意報が出されている場合）等から、利用できないことがあります。 

 

３、船揚場の利用時間は、午前８時３０分から午後４時までです。 

 

４、船揚場は、滑りやすくなっており危険です。利用する際は十分注意してください。 

 

５、港内には、漁船、ヨット等が係留されており、入出港にはこれら船舶に十分注意 

するとともに、低速航行を厳守してください。 

 

６、ライフジャケットを常時着用してください。 

 

７、携帯電話などの適切な連絡手段を確保してください。 

 

８、気象の変化等に留意し、自己責任において安全な航行・操船に十分心掛けてくだ 

さい。 

 

９、連絡先   

    ・南部漁港事務所（漁港管理者） 

電 話    ：０４７０－２３－４７５１  

           ファックス  ：０４７０－２３－４７５３ 

           メールアドレス：nangyo3@mz.pref.chiba.lg.jp 

 

 

千葉県南部漁港事務所 

 


